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県外に渡航した場合の出勤・登園の判断基準適用拡大について（通知） 

 

 

保育施設をご利用中の保護者の皆様また各保育施設の運営にご尽力を頂いている保育施設関

係の皆様には、日頃から新型コロナウイルス感染症対策にご理解、ご協力を頂き心から感謝申し

上げます。 

連日、報道等でもありますように新型コロナウイルスの感染が、全国各地において一層の広が

りを見せており、県内においても７月２９日には過去最多の４４人の新規感染者が確認され、さ

らに旅行で本市に滞在していた福井県の旅行者６名が、帰宅後に新型コロナウイルスを発症し

たとして、今後の状況に予断を許さない状況が続いております。 

そのような状況を受け、先に通知(令和２年７月１４日付発文)をしました「県外渡航した場合

の出勤・登園の判断基準」については、沖縄本島内においても感染拡大の状況があることから、

沖縄本島に渡航した場合を含む取扱いとし、沖縄本島及び県外からの帰島後７日間は保育施設

職員の出勤、乳幼児の登園を控えていただくよう渡航先の拡大にご理解、ご協力をお願いしま

す。 

なお、本取組みの終了期限につきましては、国内における新型コロナウイルスの感染者数及び

情報等に基づき総合的に判断してまいります。 

 

 

記 

 

    関係資料  

 １ 沖縄本島・県外に渡航した場合の出勤・登園の判断基準（７月３０日以降適用） 


